
平
成
三
十
年
四
月
三
日
提
出

質
問
第
二
〇
一
号

イ
ラ
ク
復
興
支
援
特
措
法
に
基
づ
い
て
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
日
報
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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イ
ラ
ク
復
興
支
援
特
措
法
に
基
づ
い
て
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
日
報
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

稲
田
前
防
衛
大
臣
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
「
お
尋
ね
の
イ
ラ
ク
特
措
法
に
基
づ
く
活

動
の
日
報
に
つ
い
て
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
同
様
の
現
地
情
勢
や
自
衛
隊
の
活
動
内
容
を
記
録
し
た
現
地
部
隊
の
日
報
に

つ
い
て
は
、
確
認
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
（
「
稲
田
答
弁
」
と
い
う
。
）
と
答
弁
し

た
。平

成
三
十
年
四
月
二
日
、
小
野
寺
防
衛
大
臣
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
の
日
報
問
題
を
受
け
て
調

査
し
た
結
果
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
派
遣
期
間
中
、
イ
ラ
ク
復
興
支
援
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
イ
ラ
ク
の
サ
マ

ワ
に
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
が
現
地
で
作
成
し
て
い
た
延
べ
三
百
七
十
六
日
分
、
計
約
一
万
四
千
頁
が
電
子
媒
体
や
紙
媒
体

で
見
つ
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
さ
ら
な
る
文
書
の
探
索
を
行
う
な
ど
適
切
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。
文
書
を
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
わ
び
す
る
」
と
陳
謝
し
た
。

南
ス
ー
ダ
ン
日
報
問
題
の
再
発
防
止
策
の
一
環
と
し
て
、
統
合
幕
僚
監
部
が
平
成
二
十
九
年
七
月
か
ら
各
部
局
に
散
在
す
る

日
報
を
集
約
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
、
陸
上
自
衛
隊
の
研
究
本
部
（
現
・
教
育
訓
練
研
究
本
部
）
が
発
見

し
、
陸
上
幕
僚
監
部
総
務
課
に
報
告
し
た
。
同
年
一
月
二
十
六
日
、
陸
上
幕
僚
監
部
衛
生
部
が
発
見
し
、
一
月
三
十
一
日
に
陸

一



上
幕
僚
監
部
総
務
課
に
報
告
し
た
。
二
月
二
十
七
日
に
陸
上
幕
僚
監
部
は
統
合
幕
僚
監
部
に
報
告
し
、
小
野
寺
防
衛
大
臣
に
は

三
月
三
十
一
日
に
報
告
さ
れ
、
四
月
二
日
に
小
野
寺
防
衛
大
臣
が
安
倍
総
理
に
報
告
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

稲
田
答
弁
は
虚
偽
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二

稲
田
答
弁
で
い
う
「
確
認
を
い
た
し
ま
し
た
が
」
は
、
ど
の
範
囲
を
「
確
認
」
し
た
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三

本
件
の
問
題
の
本
質
は
、
防
衛
大
臣
が
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
「
南
ス
ー
ダ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と

同
様
の
現
地
情
勢
や
自
衛
隊
の
活
動
内
容
を
記
録
し
た
現
地
部
隊
の
日
報
に
つ
い
て
」
、
「
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
」
と
答
弁
し
、
そ
の
答
弁
が
一
年
以
上
も
政
府
の
見
解
と
し
て
維
持
さ
れ
続
け
、
国
会
、
国
民
を
欺
い
て
い
た
こ
と

に
あ
る
。
国
会
で
の
虚
偽
も
し
く
は
誤
っ
た
答
弁
は
、
わ
が
国
の
民
主
主
義
の
健
全
な
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

本
件
は
、
事
実
関
係
と
し
て
、
統
合
幕
僚
監
部
が
平
成
二
十
九
年
七
月
か
ら
各
部
局
に
散
在
す
る
日
報
を
集
約
し
た
と
こ

ろ
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
、
陸
上
自
衛
隊
の
研
究
本
部
（
現
・
教
育
訓
練
研
究
本
部
）
が
発
見
し
、
陸
上
幕
僚
監
部
総

務
課
に
報
告
し
、
同
年
一
月
二
十
六
日
、
陸
上
幕
僚
監
部
衛
生
部
が
発
見
し
、
一
月
三
十
一
日
に
陸
上
幕
僚
監
部
総
務
課
に

二



報
告
し
た
と
の
理
解
で
よ
い
か
。
ま
た
陸
上
自
衛
隊
の
研
究
本
部
か
ら
陸
上
幕
僚
監
部
総
務
課
に
報
告
し
た
日
時
は
い
つ

か
。

五

本
件
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
研
究
本
部
お
よ
び
陸
上
幕
僚
監
部
衛
生
部
が
発
見
し
て
か
ら
陸
上
幕
僚
監
部
総
務
課
に
報
告
す

る
に
は
一
月
以
内
で
あ
る
も
の
の
、
統
合
幕
僚
監
部
が
小
野
寺
防
衛
大
臣
に
報
告
す
る
に
は
一
月
以
上
を
要
し
て
い
る
。
報

告
が
遅
れ
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
な
ぜ
速
や
か
に
防
衛
大
臣
に
報
告
し
な
か
っ
た
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

防
衛
省
・
自
衛
隊
組
織
に
と
っ
て
不
利
益
、
あ
る
い
は
不
都
合
な
情
報
ほ
ど
迅
速
に
防
衛
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
が
防
衛

省
・
自
衛
隊
の
組
織
の
健
全
化
に
資
す
る
と
考
え
る
。
実
力
組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
に
お
け
る
統
合
幕
僚
監
部
の
ト
ッ
プ
で

あ
る
統
合
幕
僚
長
は
、
陸
海
空
の
自
衛
隊
の
運
用
に
関
し
一
元
的
に
防
衛
大
臣
を
補
佐
し
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
命
令
は
全
て

統
合
幕
僚
長
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
有
事
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（
練
度
管
理
責
任
者
）
の
陸
上
幕
僚

長
、
海
上
幕
僚
長
、
航
空
幕
僚
長
か
ら
提
供
さ
れ
た
各
部
隊
を
、
統
合
幕
僚
長
が
自
衛
官
の
最
高
位
の
フ
ォ
ー
ス
ユ
ー
ザ
ー

（
事
態
対
処
責
任
者
）
と
し
て
運
用
し
、
陸
自
の
陸
上
総
隊
司
令
官
や
方
面
総
監
、
海
自
の
自
衛
艦
隊
司
令
官
や
地
方
総

監
、
空
自
の
航
空
総
隊
司
令
官
に
指
揮
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
統
合
幕
僚
監
部
で
一
月
以
上
も
防
衛
大
臣
に
報
告
を
行
わ

ず
、
確
認
に
手
間
取
っ
て
い
る
こ
と
等
は
健
全
な
組
織
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
有
事
に
お
い
て
防
衛
大
臣
か

三



ら
の
指
揮
命
令
を
統
合
幕
僚
長
が
フ
ォ
ー
ス
ユ
ー
ザ
ー
と
し
て
正
し
く
運
用
で
き
る
か
ど
う
か
疑
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な

い
。
本
件
に
つ
い
て
、
統
合
幕
僚
監
部
が
防
衛
大
臣
に
速
や
か
に
報
告
し
な
か
っ
た
の
は
不
適
切
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見

解
如
何
。

七

六
に
関
連
し
て
、
統
合
幕
僚
監
部
内
で
本
件
の
報
告
を
留
保
し
、
防
衛
大
臣
に
速
や
か
に
報
告
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
自

衛
隊
の
文
民
統
制
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

八

日
本
国
憲
法
第
六
十
六
条
第
二
項
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規

定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
ど
お
り
「
文
民
」
を
防
衛
「
大
臣
」
に
任
じ
て
も
、
そ
の
大
臣
に
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
文

民
統
制
は
事
実
上
骨
抜
き
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


